
ジェネリック医薬品の使用促進に向けて 

厚生労働省 医政局 

 経済課長 三浦 明 

第5回 協会けんぽ 調査研究フォーラム 
                    平成30年5月23日 



平成29年推計値 

（日本の将来推計人口） 
実績値 

（国勢調査等） 

○ 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、 

  高齢化率は38％台の水準になると推計されている。 
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（出所）  2016年までの人口は総務省「人口推計」（各年10月1日現在）、高齢化率および生産年齢人口割合は2015年までは総務省「国勢調査」、 2016年は総務省「人口推計」 、 

      2016年までの合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、 

      2017年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」 

日本の人口の推移 
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（出所） 総務省「国勢調査」および「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計 
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○団塊の世代が全て７５歳となる2025年には、75歳以上が全人口の18％となる。 
○2065年には、人口は8,808万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約38％となる。 
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日本の人口ピラミッドの変化 
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国の一般歳出の約５６％は社会保障関係費 （高齢化等に伴い、一般歳出に占める社会保障関係費が急増） 

年度 歳出総額 一般歳出 社会保障関係費 

２０１８ ９７７，１２８ ５８８，９５８ （１００％） ３２９，７３２ （約５６％） 

２０１０ ９２２，９９２ ５３４，５４２ （１００％） ２７２，６８６ （約５１％） 

２００５ ８２１，８２９ ４７２，８２９ （１００％） ２０３，８０８ （約４３％） 

２０００ ８４９，８７１ ４８０，９１４ （１００％） １６７，６６６ （約３５％） 

一般歳出に占める社会保障費の割合の推移 

歳出 

歳出 

９７７，１２８ 

（１００．０） 

（億円、％） 

一般歳出 

５８８，９５８ 

国債費 

２３３，０２０ 

地方交付税 

交付金等 

１５５，１５０ 

社会保障 

３２９，７３２ 

公共事業 

５９，７８９ 

文教及び 

科学振興 

５３，６４６ 

その他 

９３，８７９ 

防衛 

５１，９１１ 

（億円） 

一般歳出に占める 

社会保障関係費の割合 

 → 約５６％ 

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］ 

平成30年度予算 国の一般歳出と社会保障関係費 

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

H1
2

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

社会保障関係費 

文教及び科学振

興費 

防衛関係費 

公共事業関係費 

その他 

3 



 

■ 先発医薬品に比べて薬価が低い後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療
保険財政の改善に資するものである。 

■ また、効率化できた医療費を新しい医療技術や新薬に向けることも可能となる。 

 ○ 有効成分、効能・効果、用法・用量等は先発医薬品と同じ                

 ○ 価格が安い  

  ※ 添加物が異なる場合がある。 

  ※ 先発医薬品との同等性は承認時等に確認。その基準は欧米と同じ 

  ※ 先発品が効能追加を行っている場合、効能・効果等が一部異なるものも。   

主な特徴 

 ○ 既承認医薬品（新薬、標準製剤）と同一の有効成分を同一量含む同一投与経路の製剤で、効能・効果、用法・用
量が原則的に同一で、既承認医薬品と同等の臨床効果が得られる医薬品。 

 ○ 欧米では一般名（generic name）で処方することが多いため、こうした製剤のことを「ジェネリック医薬品」と
呼んでいる。 

後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは 

 ○ 後発医薬品の普及 →  患者負担の軽減 
    限られた医療費資源の有効活用 

使用促進の効果 

 後発医薬品について 

後発医薬品推進の意義・目的 
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○後発医薬品の数量シェアを平成３０年３月末までに６０％以上にする。達成状況をモニタリングし、その結果や諸外国の動向を踏まえ、適

宜見直す。 

 ※数量シェアについては、国際的な比較が容易にできることも踏まえ、後発医薬品に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベースとした数量シェアとする。 

→ 平成２７年６月３０日の閣議決定で、①平成２９年央に７０%以上、②平成３０年度から平成３２年度末までの間のなるべく早い時期に ８０％以上と

いう新しい目標が設定された。 

→ この８０％目標の具体的な達成時期は、平成２９年６月９日の閣議決定で、平成３２年９月までと決定された。 

○後発医薬品のさらなる使用促進のための取組についてもモニタリングを行い、その結果を踏まえ必要な促進策を適宜追加する。 

後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ（概要） 平成25年4月5日公表 

①安定供給 

②品質に対する信頼性の確保 

③情報提供の方策 

④使用促進に係る環境整備 

⑤医療保険制度上の事項 

⑥ロードマップの実施状況のモニタリング 
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経済財政運営と改革の基本方針2015 
～経済再生なくして財政健全化なし～ 

（抄） 
  

（薬価・調剤等の診療報酬及び医薬品等に係る改革） 
 後発医薬品に係る数量シェアの目標値については、2017年（平成29 年）央に
70％以上とするとともに、2018年度（平成30 年度）から2020年度（平成32 年度）末
までの間のなるべく早い時期に80％以上とする。2017年央において、その時点の
進捗評価を踏まえて、80％以上の目標の達成時期を具体的に決定する。新たな目

標の実現に向け、安定供給、品質等に関する信頼性の向上、情報提供の充実、診
療報酬上の措置など、必要な追加的な措置を講じる。国民負担を軽減する観点か
ら、後発医薬品の価格算定ルールの見直しを検討するとともに、後発医薬品の価
格等を踏まえた特許の切れた先発医薬品の保険制度による評価の仕組みや在り
方等について検討する。あわせて、臨床上の必要性が高く将来にわたり継続的に
製造販売されることが求められる基礎的な医薬品の安定供給、成長戦略に資する
創薬に係るイノベーションの推進、真に有効な新薬の適正な評価等を通じた医薬
品産業の国際競争力強化に向けた必要な措置を検討する。 

骨太の方針２０１５について 

H27.06.30 閣議決定 
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経済財政運営と改革の基本方針2017 
～人材への投資を通じた生産性向上～（抄） 

平成29年６月９日閣議決定 

「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」（平成28年12月20日）に基づき、効能追加等に伴う

市場拡大への対応、毎年薬価調査・薬価改定、新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度のゼロベー

スでの抜本的見直し、費用対効果評価の本格導入などの薬価制度の抜本改革等に取り組み、「国民

皆保険の持続性」と「イノベーションの推進」を両立し、国民が恩恵を受ける「国民負担の軽減」と「医療の

質の向上」を実現する。（中略） 

メーカーが担う安定供給などの機能や後発医薬品産業の健全な発展・育成に配慮しつつ、後発医薬

品の価格帯を集約化していくことを検討し、結論を得る。また、薬価調査について、個別企業情報につい

ての機微情報に配慮しつつ、卸売業者等の事業への影響を考慮した上で、公表範囲の拡大を検討す

る。安定的な医薬品流通が確保されるよう、経営実態に配慮しつつ、流通の効率化を進めるとともに、流

通改善の推進、市場環境に伴う収益構造への適切な対処を進める。 

 

これらの取組等について、その工程を明らかにしながら推進する。また、競争力の強い医薬品産業とする

ため、「医薬品産業強化総合戦略」 の見直しを行う。（中略） 

 

2020年（平成32年）９月までに、後発医薬品の使用割合を80％とし、できる限り早期に達成で

きるよう、更なる使用促進策を検討する。バイオ医薬品及びバイオシミラーの研究開発支援方策等を拡

充しつつ、バイオシミラーの医療費適正化効果額・金額シェアを公表するとともに、2020年度（平成32

年度）末までにバイオシミラーの品目数倍増（成分数ベース）を目指す。 

⑦薬価制度の抜本改革、患者本位の医薬分業の実現に向けた調剤報酬の見直し、薬剤の適正使用等 
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注）「使用割合」とは、後発医薬品のある先発医薬品」及び「後発医薬品」を分母とした「後発医薬品」の使用割合をいう。 

後発医薬品の使用割合の推移と目標 

⑦薬価制度の抜本改革、患者本位の医薬分業の実現に向けた調剤報酬の見直し、薬剤の適正使用等 
  2020年（平成32 年）９月までに、後発医薬品の使用割合を80％とし、できる限り早期に達成できるよう、更な
る使用促進策を検討する。 

「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年６月９日閣議決定）（抄） 
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各国の後発医薬品の数量シェア（数量ベース、各年10月～9月の合計値より算出）              

注）・用語の定義は以下のとおりである。 
   後発医薬品：GENERIC PRODUCTS（パテント等で過去一度も保護されたことのない通常の後発品と、オーソライズドジェネリック） 
 EARLY ENTRY GENERIC PRODUCTS（先発品保護期間中に上市されたオーソライズドジェネリック） 
 BIO-COMPARABLE PRODUCTS（バイオ後続品） 
   長期収載品：NON-GENERIC PRODUCTS（後発医薬品でなく、過去保護されていたが現在は保護が切れているもの。バイオ後続品の参照対象となる先行バイオ医薬品含む。また2013.10～2014.9までは保護期間中の

オーソライズドジェネリックの参照対象となる先行医薬品も含む。） 
・「2014」はQuintiles IMS, MIDAS, Market Segmentation, MAT Sep 2014, RX only（PRESCRIPTION BOUND）をもとに後発医薬品の各国の数量（SU）ベースでの後発医薬品のシェアを算出。Quintiles IMS MIDAS dataでは、
直販分の数量を把握できないため、後発医薬品の直販が他国と比較して多い日本については、Quintiles IMS社データにおける日本のジェネリック医薬品市場のカバー率（売上金額ベース、2013.4～2014.3で
70.9％、日本ジェネリック製薬協会調べ）をもとに推計を行っている。 

・「2015」はQuintiles IMS, MIDAS, Market Segmentation, MAT Sep 2015, RX only（PRESCRIPTION BOUND）をもとに後発医薬品の各国の数量（SU）ベースでの後発医薬品のシェアを算出。Quintiles IMS MIDAS dataでは、
直販分の数量を把握できないため、後発医薬品の直販が他国と比較して多い日本については、Quintiles IMS 社データにおける日本のジェネリック医薬品市場のカバー率（売上金額ベース、2014.4～2015.3で
73.1％、日本ジェネリック製薬協会調べ）をもとに推計を行っている。 

・「2016」はQuintiles IMS, MIDAS, Market Segmentation, MAT Sep 2016, RX only（PRESCRIPTION BOUND）をもとに後発医薬品の各国の数量（SU）ベースでの後発医薬品のシェアを算出。Quintiles IMS MIDAS dataでは、
直販分の数量を把握できないため、後発医薬品の直販が他国と比較して多い日本については、Quintiles IMS社データにおける日本のジェネリック医薬品市場のカバー率（売上金額ベース、2015.4～2016.3で
76.7％、日本ジェネリック製薬協会調べ）をもとに推計を行っている。 

・「2014」「2015」のデータは2016年1月時点取得データ、「2016」のデータは2017年1月時点取得データ。 
・後発医薬品のシェア＝後発医薬品／（後発医薬品＋長期収載品）×100（％） 

（出典）© 2017 Quintiles IMS, MIDAS, Market Segmentation, MAT Sep 2016, RX only（PRESCRIPTION BOUND）他、無断転載禁止 
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「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」における都道府県別後発医薬品割合 
（平成２９年９月） 
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注１） 保険薬局で、レセプト電算処理システムで処理された調剤レセプトのデータをもとに分析したものであり、院内処方（入院、院内調剤）及び紙レ

セプトを含まない数値である （出典：「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」（厚生労働省保険局調査課）） 。 

注２） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。 

注３） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 
注４） 後発医薬品の数量シェア（置換え率）＝〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕） 

 （数量ベース） 
80.4 
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29年9月  順位 

北海道 ７１．２ １９ 

青森 ７１．２ １９ 

岩手 ７５．９ ３ 

宮城 ７２．３ １２ 

秋田 ７０．０ ２９ 

山形 ７３．９ ７ 

福島 ６９．５ ３３ 

茨城 ６９．１ ３４ 

栃木 ６９．７ ３１ 

群馬 ７３．３ １１ 

埼玉 ７０．８ ２３ 

千葉 ７０．２ ２６ 

東京 ６５．２ ４４ 

神奈川 ６８．０ ３８ 

新潟 ７２．０ １４ 

富山 ７３．６ ８ 

29年9月 順位 

石川 ７２．１ １３ 

福井 ７４．１ ６ 

山梨 ６３．６ ４６ 

長野 ７３．４ １０ 

岐阜 ６８．１ ３７ 

静岡 ７１．２ １９ 

愛知 ６９．７ ３１ 

三重 ７０．８ ２３ 

滋賀 ６９．９ ３０ 

京都 ６６．８ ４１ 

大阪 ６６．６ ４２ 

兵庫 ６８．７ ３５ 

奈良 ６８．４ ３６ 

和歌山 ６６．５ ４３ 

鳥取 ７３．６ ８ 

島根 ７４．２ ５ 

29年9月 順位 

岡山 ７１．５ １７ 

広島 ６７．２ ４０ 

山口 ７１．９ １５ 

徳島 ６１．３ ４７ 

香川 ６７．３ ３９ 

愛媛 ７０．６ ２５ 

高知 ６４．４ ４５ 

福岡 ７０．１ ２７ 

佐賀 ７１．４ １８ 

長崎 ７１．０ ２２ 

熊本 ７１．８ １６ 

大分 ７０．１ ２７ 

宮崎 ７４．６ ４ 

鹿児島 ７７．３ ２ 

沖縄 ８０．４ １ 

全国 ６９．６ － 

注１） 保険薬局で、レセプト電算処理システムで処理された調剤レセプトのデータをもとに分析したものであり、院内処方（入院、院内調剤）及び紙レ

セプトを含まない数値である （出典：「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」（厚生労働省保険局調査課）） 。      

注２） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。 
注３） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 
注４） 後発医薬品の数量シェア（置換え率）＝〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕） 

｢最近の調剤医療費（電算処理分）の動向｣における都道府県別後発医薬品割合」                                                                                                         
（数量ベース、％） 
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後発医薬品推進の主な具体策 

安定供給・品質の信頼
性確保 

情報提供・環境整備 医療保険制度上の事項 

 安定供給 
• 安定供給に支障を生じた事

例について、メーカーに対
して、原因究明と再発防止
の改善を指導 

 
• 業界団体・メーカーにおい

て安定供給のためのマニュ
アル等の推進をするよう通
知において指導 

 

 医療関係者への情報提供 
• 厚生労働省において後発医薬品の品質に関する情

報を掲載した「後発医薬品品質情報」を年２回発
行 

 

• 各都道府県において、後発医薬品使用促進協議会
と保険者協議会が、連携をしながら、情報共有や
医療機関等への働きかけ等を実施 

 

• 地域の中核的な病院等において汎用後発医薬品リ
ストを作成して、地域の医療機関に情報提供を実
施 

 

 診療報酬上の評価等 
【医療機関】 
• 医療機関における後発医薬品使用体制加

算、外来後発医薬品使用体制加算の要件
の厳格化 

 （後発医薬品の使用割合の引上げ） 
• 一般名処方加算の評価の引上げ 

 

【薬局】 
• 薬局における後発医薬品調剤体制加算の

要件を厳格化 
 （後発医薬品の調剤割合の引上げ） 
• 後発医薬品の使用割合が著しく低い薬局

の減算規定を創設 

 品質の信頼性確保 
• 国立医薬品食品衛生研究所

に設置した「ジェネリック
医薬品品質情報検討会」を
司令塔として品質検査の実
施や情報発信 

 

• メーカーが医療関係者を対
象としてセミナー開催・工
場見学・情報発信を積極的
に実施 

  

 環境整備 
• 政府広報の活用やポスター・リーフレット等による普

及啓発の推進 
 

• 医療保険の保険者において後発医薬品を利用した場合
の負担額の違いについて被保険者へ知らせるための通
知を発出 

 

• 保険者毎の後発医薬品の使用割合を公表（2018年度
実績より） 

 

• 後発医薬品の使用促進が進んでいない都道府県から重
点地域を指定し、問題点の調査・分析、モデル事業を
実施 

 

• 第３期医療費適正化計画（2018～2023年度）に基づ
き、各都道府県において使用促進の取組を実施 

 薬価改定・算定 
• 新規収載される後発医薬品の薬価につい

て、先発品の５割を原則（10品目を超え
る内用薬は４割）とする 

 

• 上市から12年が経過した後発医薬品につ
いて原則として１価格帯とする 
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◆安定供給に支障を生じた場合等の薬
価収載時の対応 
  
 天災等後発医薬品メーカーに責任のない

場合を除き、既収載品目の安定供給に支障
が生じた事例があった場合等は、原因究明、
改善方策、再発防止等を確認し、改善が図
られない場合は、新規の薬価収載希望書を
受け付けないことを含めた対応をする。
〔継続事業〕 

（平成27年度） 
 ・既収載品目で供給不安等の問題がある品目については、事前に厚生労

働省に報告するよう指導しており、問題を生じさせた品目についての
原因究明、改善方策、再発防止策等のヒアリングを実施（延べ24社）。
なお、該当企業の新規収載希望品目について、必要に応じてヒアリン
グを実施（延べ20社）。 

 ・新たに後発医薬品の収載を希望する企業には、安定供給マニュアルの
提出を求め、企業の体制を確認。 

 
（平成28年度） 

 ・既収載品目で供給不安等の問題がある品目については、事前に厚生労
働省に報告するよう指導しており、問題を生じさせた品目についての
原因究明、改善方策、再発防止策等のヒアリングを実施（延べ31社）。
なお、該当企業の新規収載希望品目について、必要に応じてヒアリン
グを実施（延べ27社）。 

 ・新たに後発医薬品の収載を希望する企業には、安定供給マニュアルの
提出を求め、企業の体制を確認。 

 ・後発医薬品の薬価基準収載時に販売名変更のみの場合であっても、企
業に対し安定供給マニュアルの提出を求める通知を発出。 

【調査結果】「安定供給」に関する国の取組 

『後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ』 
検証検討事業報告書（抄） 
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ジェネリック医薬品品質情報検討会 

（国立医薬品食品衛生研究所） 

司令塔 

検査結果の報告 

一元的な品質確保の推進 

①体系的な品質試験検査の方針決定 

 有効成分毎に品質に関する情報を体系的にとりまとめ
た情報集（ブルーブック）の公表等 

②体系的な情報発信（厚労省が実施） 

 品質に懸念等が示されている品目や市場流通品のうち
汎用的に使われているものを中心に、優先順位を付けた
体系的な品質確認検査の方針決定 

品質確認検査の
実施依頼 

学術的評価と監視指導を連動させた一元的な品質確保の推進 

○ 後発医薬品に係る数量シェアの目標値について、「平成32年９月までに80%」と新たに設定された。品質の確保と医療関

係者への情報提供や普及啓発はこれまで以上に重要。 

○ このため、「ジェネリック医薬品品質情報検討会」を司令塔として、後発医薬品の品質に関する監視指導と学術的評価を一

元的に実施。これにより、後発医薬品の品質確認検査及び品質に関する情報の公表を、平成32（2020）年度までに集中的

に行う。 

     ◇市中に流通している後発医薬品 
   ◇学会発表等において懸念が示された後発医薬品等             

対象 

 

国衛研・感染研・地衛研の体制強化 
【Ｈ２７年度までの検査体制】 

年間400品目程度 
 ↓ 

【Ｈ２８年度から検査体制の強化】 
年間900品目以上 
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 厚生労働省ホームページ 
  「後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進について」 

 厚生労働省 ジェネリック 検索 
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「汎用後発医薬品リスト」の公開 
（厚生労働省ホームページ） 
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厚生労働省作成の啓発資料 
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  後発医薬品の使用促進に向けて、厚生労働省において、保険者別の後発医薬品の使用割合の
公表を実施する（2018年度実績～）。 

保険者別の後発医薬品の使用割合の公表について 

 

 
 

    厚労省から都道府県に対して保険者別の使用割合のデータを送付し、都道府県や保険者協議
会での分析・検討に活用。（2017年度末(2018年３月)の実績を2018年夏頃に送付） 

 
 

     厚労省が毎年度、全ての保険者別の使用割合を公表。 

     … ①年度の中央(９月時点)実績の同年度末頃の公表、②年度末(３月時点)の実績の翌年度夏頃の公
表を想定 〔→2018（平成30）年９月の実績は2018年度末に公表予定〕 

注1) 公表対象は、全ての医療保険者（協会けんぽ、共済、健保組合、国保、国保組合、後期高齢） 

注2) 使用割合は、厚労省がＮＤＢデータから抽出する予定（保険者独自の計算とは誤差が生じ得る）   

後発医薬品の使用割合の公表方針 

2018年度以降の実績 

2017年度実績 

※ 後発医薬品の使用割合は、2018年度以降の保険者インセンティブの評価
指標となっている。 

 
※ 公表にあたっては、使用割合の低かった保険者が法令違反状態にあると

いった誤解を受けることのないよう留意する。 

協会 70.4% 

共済 69.0% 

健保 69.5％ 

国保 69.3％ 

後期 66.4% 

制度計：68.6％ 

保険者種別の後発医薬品使用割合 

出典：平成28年度調剤医療費の動向（厚労省） 
（2017．３時点・数量ベース） 

※調剤医療費・電算処理分のみ 

平成29年11月24日 
経済・財政一体改革推進委員会 

評価・分析ＷＧ資料(抄) 



後発医薬品使用促進対策費（重点地域使用促進強化事業経費 ）   

 後発医薬品の使用促進は、いわゆる骨太方針2015で数量シェア80％以上の目標を掲げ取り組んできた。 

 骨太方針2017において平成32年9月までに80％とする達成時期とともに、更なる使用促進を検討することとされた。 

 このため、後発医薬品の使用促進が進んでいない都道府県から重点地域として指定し、各地域における個別の問題

点の調査・分析を行う。 

 その上で、地域に合ったモデル事業を実施することにより後発医薬品の更なる使用促進を図る。 

事業内容 

① 後発医薬品の使用促進が進んでいない都道府県から重点地域（※）として指定し、地域における個別の問
題点を調査・分析する。 

 

② モデル事業を実施する。 
指定した都道府県において以下の取組を実施 
 問題点の調査・分析 
 モデル事業の実施 
 （モデル事業の主な内容） 

① 品質信頼性確保による使用促進 
② 使用促進停滞機関への促進周知依頼による使用促進 
③ 医師と薬剤師の連携による使用促進 

重点地域を指定 
（※）大都市圏、数量シェアが低い地域 

平成30年度予算８９，０００千円(新規) 



第３期の医療費適正化計画について 
○ 第３期（2018～2023年度）の医療費適正化計画では、 

・入院医療費は、都道府県の医療計画（地域医療構想）に基づく病床機能の分化・連携の推進の成果を反映させて推計する 

・外来医療費は、糖尿病の重症化予防、特定健診・保健指導の推進、後発医薬品の使用促進（80％目標）、医薬品の適正使用に
よる、医療費適正化の効果を織り込んで推計する。この結果、2023年度に0.6兆円程度の適正化効果額が見込まれる。 

国
民
医
療
費 

４０．８兆円 入
院
医
療
費 

１６．０兆円 

入
院
外
・歯
科 

医
療
費 

２４．７兆円 

患者の状態に応じて
病床機能の分化・連
携を推進 

病床機能の分化・
連携の推進の成果 

・特定健診・保健指導の 
 実施率向上 
・後発医薬品の普及 
・糖尿病の重症化予防 
・重複・多剤投薬の是正 
・その他の取組 

医療費適正化の取組み 

2014（Ｈ26）年度 入院医療費 

2014（Ｈ26）年度 

19.8～20.1兆円 
2023（Ｈ35）年度 

29.7兆円 

2023（Ｈ35）年度 2014（Ｈ26）年度 

入院外・歯科医療費 

適正化効果 ▲0.6兆円 

30.3兆円 

【標準的な算定式による医療費の見込みのイメージ】 

 ※下記は国において一定の仮定の下に試算（実際は今後、都道府県が策定） 

在宅医療等への移行によ
る入院外医療費の増は
見込んでいない。（※） 

※移行する患者の状態等が不明であ
り、受け皿について、今後、検討が行
われること等のため見込んでいない。 

2017年1月 医療・介護情報の活用による改革
の推進に関する専門調査会第２次報告書 

【外来医療費 2023年度時点の適正化効果額（※機械的試算）】                         計 ▲約6000億円 
①特定健診実施率70％、特定保健指導45％の目標達成                                ▲ 約200億円 
②後発医薬品の使用割合の目標達成（70%⇒80%）                                  ▲約4000億円 
③糖尿病の重症化予防により 40歳以上の糖尿病の者の１人当たり医療費の平均との差が半分になった場合        ▲約800億円 
④重複投薬（３医療機関以上）と多剤投与（65歳以上で15種類以上）の適正化により投与されている者が半分になった場合 ▲約600億円 
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平成29年11月24日 
経済・財政一体改革推進委員会 

評価・分析ＷＧ資料(抄) 



薬価制度等の抜本的見直し 

  「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」に基づき、「国民皆保険の持続性」と「イノベーションの推進」を両立
し、 「国民負担の軽減」と「医療の質の向上」を実現 

  患者本位の医薬分業の実現のため、調剤報酬の抜本的な見直しを進め、患者にとって付加価値のある業務
の評価へシフト。多剤・重複投薬の防止、残薬の削減等を進め、医療費適正化にも貢献 

  後発医薬品数量シェア80％目標の達成に向け、関係者が協力して取組を推進 

調剤報酬の抜本的見直し 薬価制度の抜本改革 

新薬創出等加算のゼロベースでの抜本的見直し 
費用対効果評価の本格的導入 

○ 新薬創出等加算制度について、対象を革新性・有用性のある  医薬
品に重点化 

○ 費用対効果評価を導入。あわせて評価のための組織・体制を整備 

薬価収載後の市場拡大への対応 

○ 薬価収載時の見込みよりも一定規模以上販売額が増加する場合に
は、市場拡大再算定により速やかに薬価を引下げ   

 （年４回の新薬収載の機会を活用） 

改定の間の年の薬価改定 

○ 国民負担を抑制するため、全品を対象に毎年薬価調査を行い、その
結果に基づき薬価を改定 

○ かかりつけ薬剤師・薬局の取組を進め、多剤・重複 投薬の
防止や残薬削減を推進 

医療費適正化の取組の推進 

0 500 1000 1500

70%未満 

70％～90％ 

90％以上 

処方せん集中率別の医薬品備蓄数 

（備蓄数） 
（平成27年度調査） 

○ 医薬品備蓄コストが抑えられているなどの性質を踏まえ、い
わゆる門前・同一敷地内薬局などの評価を見直し 

よりメリハリの効いた薬局の評価 

処
方
せ
ん

集
中
率 

後発医薬品の使用促進 
○ 平成32年９月までに後発医薬品数量シェア80％目標を達

成すべく、医療機関・薬局や保険者による後発医薬品の使用
促進への取組を推進 

○ あわせて、保険者別の後発医薬品の使用割合について、平
成30年度実績からの公表を検討 

※ 上記の取組とあわせて、長期収載品の薬価の引下げと後発品への置換えに
より、長期収載品に依存せず、高い創薬力を持つ産業構造へ転換 

◆ 「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」（Ｈ28.12）に基づき、改革を
具体化 

平成29年10月26日 

経済財政諮問会議 

加藤厚生労働大臣資料(抄)  
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  後発医薬品調剤体制加算について、後発品の調剤数量割合の基準を引き上げ、調剤数量に応じた評価に

見直す。 

  

 

 

 

 

平成30年度診療報酬改定 Ⅳ－２．後発医薬品の使用促進① 

現行 

調剤数量割合 ６５％以上   １８点 

          ７５％以上   ２２点 

改定後 

調剤数量割合 ７５％以上   １８点 

          ８０％以上   ２２点 

          ８５％以上   ２６点 

薬局における後発医薬品の使用促進 

 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定を設ける。 

 （新）後発医薬品の数量シェアが著しく低い薬局の調剤基本料の減算（２０％以下）   ２点減算 
 
ただし、以下の場合を除く。 
 ① 処方箋の受付回数が１月に600回以下の保険薬局。 
 ② 当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ない場合 
 
［施設基準］ 
 次のいずれかに該当する保険薬局であること。 
 (1)  当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位 
   数量の割合が２割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。 
 (2)  (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。 

 一般名処方加算について、一般名による処方が後発医薬品の使用促進に一定の効果があるとの調査結果

等を踏まえ、より一般名による処方が推進されるよう、評価を見直す。 

  

 

 

 

 

 

                        

現行 

一般名処方加算１       ３点 

一般名処方加算２       ２点 

改定後 

一般名処方加算１       ６点 

一般名処方加算２       ４点 
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 医療機関における後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、新たな数量

シェア目標を踏まえ要件を見直す。 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 DPC制度（DPC/PDPS）における後発医薬品係数の見直しに伴い、後発医薬品使用体制加算の対象に
DPC対象病棟入院患者を追加し、評価対象患者を拡大する。（DPC制度の後発医薬品係数では入院患者

のみがその対象であったが、後発医薬品使用体制加算の対象には外来患者も含まれる。）              

改定後 

後発医薬品使用体制加算１（85％以上）  ４５点 

後発医薬品使用体制加算２（80％以上）  ４０点 

後発医薬品使用体制加算３（70％以上）  ３５点 

後発医薬品使用体制加算４（60％以上）  ２２点 

後発医薬品使用体制加算の見直し 

現行 

後発医薬品使用体制加算１（70％以上）  ４２点 

後発医薬品使用体制加算２（60％以上）  ３５点 

後発医薬品使用体制加算３（50％以上）  ２８点 

現行 

外来後発医薬品使用体制加算１（70％以上）  ４点 

外来後発医薬品使用体制加算２（60％以上）  ３点 

改定後 

外来後発医薬品使用体制加算１（85％以上）  ５点 

外来後発医薬品使用体制加算２（75％以上）  ４点 

外来後発医薬品使用体制加算３（70％以上）  ２点 

平成30年度診療報酬改定 Ⅳ－２．後発医薬品の使用促進② 
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薬価制度の抜本改革 

  「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」（Ｈ２８.１２）に基づき、「国民皆保険の持続性」と「イ
ノベーションの推進」を両立し、 「国民負担の軽減」と「医療の質の向上」を実現。 

新薬創出等加算の抜本的見直し 

新 薬 

・対象品目：革新性・有用性に着目して絞り込み 

・企業指標：企業指標（革新的新薬の開発等）の達成度に応じた加算 

効能追加等による市場拡大への速やかな対応 
・対象：350億円以上* 

・頻度：年４回（新薬収載の機会） 
* 市場拡大再算定ルールに従い薬価引下げ 

外国平均価格調整の見直し 

・米国参照価格リスト 
 ：メーカー希望小売価格 → 公的制度の価格リスト 

費用対効果評価の導入 

・試行的実施 
 ：対象13品目の価格調整を平成30年4月実施 

・本格実施 
 ：技術的課題を整理し平成30年度中に結論 

長期収載品・後発品 

長期収載品の薬価の見直し 

・対象：後発品の上市後、10年を経過した長期収載品 

・見直し方法：後発品の薬価を基準に段階的に引下げ 

・
対
象
範
囲
：
全
品
目
改
定
の
状
況
も
踏
ま
え
、
国
主
導
で
流
通
改
善

に
取
り
組
み
、
Ｈ
32

年
中
に
設
定 

後発品価格の集約化 

・対  象：上市から12年が経過した後発品 

・価格帯数：１価格帯を原則 

新薬のイノベーション評価の見直し 

・加算対象範囲（類似薬のない新薬） 
 ：営業利益への加算 → 薬価全体への加算 

（製造原価の内訳の開示度に応じた加算率の設定） 

毎
年
薬
価
調
査
・
毎
年
薬
価
改
定 



ご清聴ありがとうございました 

中医協 検索 

click! 

厚生労働省HPの検索窓から検索できます。 
 中医協総会 
 薬価専門部会 

ベンチャー・サポート、やってます！ 
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